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自立支援協議会とは

自立支援協議会とは、
地域の福祉の専門家にお集まりいただき、
障がい福祉に関する計画の策定や、同計画
に基づく市の障がい福祉事業が地域の実情
に合っているか協議をする場

（障がい者総合支援法に基づくもの）



自立支援協議会の役割とは

市の職員が考える事業は、福祉の現場の
実情に合っているとは言い難い一面がある

事業の内容や方向性について、
専門家の意見を聴取する必要が有る



自立支援協議会の役割とは

【Ｐｌａｎ】

「基本方針」に即して

目標を設定。目標達成

に向けた計画を建てる。

【Ｄｏ】

計画に沿って、

事業を実施。

【Ｃｈｅｃｋ】

１年に１回、自立支援

協議会の意見を聴き、

計画の中間評価を行う。

【Ａｃｔｉｏｎ】

中間評価等の結果

を踏まえ、事業を

見直す。

計画の達成状況と進捗を

評価する機能を有する

【Ｐｌａｎ】＝計画

【Ｄｏ】＝行動

【Ｃｈｅｃｋ】＝確認

【Ａｃｔｉｏｎ】＝見直し



障がい福祉に関する計画

全ての計画を互いに連動させるため、
令和６年度から３計画を１本化した

障がい者基本計画

• 障がい者施策全般にかかわ

る理念や基本方針を定めた

もの

• 障害者基本法に基づく

障がい福祉計画

• 障がい福祉サービスの提供

体制の確保や、円滑な業務

実施に関するもの

• 障害者総合支援法に基づく

障がい児福祉計画

• 障がい児通所支援の提供体

制の確保や、円滑な業務の

実施に関するもの

• 児童福祉法に基づく



障がい福祉計画の位置づけ



障がい福祉行政の現状

知的・精神の障がい者手帳
の取得者数が年々増加

市役所の職員の数は減少傾向

令和５年度

療育 ３２９名 精神 ２８９名

平成３０年度

療育 ２３２名 精神 １９９名



障がい福祉行政の現状

市が単独で事業を実施
するのは限界がある



事業の進め方

官民連携事業

他の行政機関との
連携・強化

人手不足の中で
も、効果的な事
業を実施してい
くための二本柱



共通の課題を見つけること

障がい福祉係が考える連携事業で大切なこと

行政の
課題

事業所の
課題

相談員の
課題



共通の課題



障がい福祉事業の報告

子ども支援部会・就労支援部会

（社会福祉協議会・相談支援専門員との連携による取組）

パラ卓球拠点整備事業

（日本肢体不自由者卓球協会、卓球連盟との連携による取組）

外国人介護人材の受け入れ

（大分県社会福祉協議会との連携による取組）

他の行政機関と連携強化

（県・日出支援学校・近隣市町村と連携した取組）



各部会の位置づけ

杵築市地域

自立支援協議会

相談支援事業

専門部会
子ども支援部会 就労支援部会

計画策定部会

（休止中）



事業所の課題解決を協議する場

事業所

相談員

市職員

社協

子ども（就労）支援部会とは

市内の事業所の職員に
お集まりいただき、
社会福祉協議会（基幹
系相談支援センター）
が中心となり、各事業
所が抱える課題の解決
を協議する



部会の運営主体

行政 社協 相談員

政策提案 事務局 部会の進行

相談支援事業専門部会（毎月開催）



相談支援事業専門部会で共通の課題発掘

共通の課題



子ども支援部会の活動



障がい児福祉計画で計画していること

第３期障がい児福祉計画

市内の障がい児通所支援事業所が質の高い
専門的な発達支援が提供できる環境整備を
行う。



令和６年度から報酬改定が行われる

事業所は、児童の特性を踏まえたうえで、適切な療育支援
を行うことを求められている（令和６年度報酬改定にて）

「児の預かり」ではなく「児ができる」ことを
増やしていく療育支援を提供する必要がある



市内の児童通所支援事業所の声

事業所の意見

〇令和６年度の報酬改定について理解を深めたい。
〇療育支援について理解を深めたい。
〇管理者向けの研修はあるが、直に児童と関わる
支援員向けの研修が無い。

市内事業所へのアンケート調査にて



療育支援の方法について研修会管理者向け
療育の意見交換会

令和６年度子ども支援部会の活動内容

障がい福祉に精通した県の職員
を招き、管理者と意見交換会

療育支援の最先端を走る、県内の事業所代表
を招き、市内事業所の全職員を対象に研修会



就労支援部会の活動



障がい福祉計画で計画していること

第７期障がい福祉計画

障がい福祉サービス体制の整備の一環と
して、市内の障がい者施設の広報・周知
を計画



市内の就労支援事業所の声

事業所の意見

〇利用者と事業所のミスマッチがある。

〇他の事業所の支援内容を知りたい。
他の事業所の良いところを、自事業所にも取り入
れたい。

市内事業所へのアンケート調査にて



令和６年度就労支援部会の活動内容

利用者と事業所のミスマッチ防止
市内事業所の支援内容の見える化

事業所がどのような支援を行っているか
一目でわかる事業所パンフレットを作成



（ケース）精神的な理由で一般就労ができなくなった

A子さんが、就労支援事業所に通うまで

ミスマッチの具体例

よう



ミスマッチの具体例



ミスマッチの防止

市内の事業所の
パンフレットが有れば・・



パラ卓球拠点整備事業



障がい福祉計画で計画していること

第７期障がい福祉計画

障がい者の社会参加の一環として、障が
い者スポーツの環境整備を計画

杵築市の方針

障がいの有無にかかわらず、スポーツに
取り組める環境整備（地域共生社会の実現）



日本肢体不自由者卓球協会と協定を締結

杵築市
一般社団法人
日本肢体不自者

卓球協会
協定締結

協定の内容
協会は、事業に係る経費を全額負担（令和６年度）
杵築市は、パラ卓球の練習を通して普及啓発を図る



パラ卓球練習会の体制



オープニングイベントを開催



パラ卓球練習内容

〇練習場所
杵築市文化体育館

〇練習回数
月２回

〇現在の練習生
市内の男子中学性１名
小学生１名



外国人介護人材の受け入れ



障がい福祉計画で計画していること

第７期障がい福祉計画

障がい福祉人材の確保・定着に向け、
外国人等、新しい人材の発掘を計画



外国人介護人人材の受け入れ

介護保険事業所は、外国人介護人材の受け入
れが進んでいるが、障がい事業所には進んで
いない現状がある。

他の行政機関が実施する「外国人介護
人材受入政策」を市内事業所に紹介



県・県社協の政策の具体例

受入推進協議会研修会

外国人介護人材の受入を希望

する県内の施設を対象にして

セミナーや研修会を開催する

アドバイザー派遣事業

受入を希望している県内の施

設にアドバイザーを派遣し、

受け入れについてレクチャー

マッチング支援事業

外国人を派遣してくれる現地

の機関と県内事業所、中間管

理機構とのマッチングを図る

大分県に来た外国人への支援

外国人への日本語学習支援や

生活支援、介護福祉士国家試

験対策等の多様な支援を行う



県・県社協の政策を市内事業所に紹介



他の行政機関と連携強化



障がい福祉計画で計画していること

第７期障がい福祉計画

〇障がい者の状況に応じた福祉サービスの提
供体制の構築のため、市町村事務担当者や支
援学校との意見交換を計画

〇審査支払システムを活用し、障がい福祉
サービスの請求の誤りを少なくする体制整備
を計画



他の行政機関と連携強化

移行支援会議

日出支援学校が開催する、次年度

の卒業予定者の卒業後の進路に関

する支援会議に市の担当者が参加

近隣市町村事務担当者会議

杵築市に隣接する市町村の障がい

福祉サービスの担当者が集まり、

業務効率化に向けた検討会を開催

審査支払システムの意見交換

県・杵築市・システムの開発業者

が集まり、過誤請求の防止に向け

た運用に関する意見交換会を開催

パラ卓球拠点整備自治体との連携

パラ卓球拠点整備に取り組む自治

体（北九州市・新潟県新発田市・

千葉県旭市）の職員との意見交換



質疑応答

子ども支援部会・就労支援部会

（社会福祉協議会・相談支援専門員との連携による取組）

パラ卓球拠点整備事業

（日本肢体不自由者卓球協会、卓球連盟との連携による取組）

外国人介護人材の受け入れ

（大分県社会福祉協議会との連携による取組）

他の行政機関と連携強化

（県・日出支援学校・近隣市町村と連携した取組）




